
ＰＴＡ会員の皆様 

令和4年5月14日 

杉並区立向陽中学校 

PTA会長 中島 征也 
   

第1回 ＰＴＡ 

運営委員会だより 
 

第1回ＰＴＡ運営委員会が、下記の通り開催されました。 

 

日時 ：令和4年5月14日（土）13時30分～ 

場所 ：オンライン（Teams） 

出席者：校長先生、副校長先生、運営委員9名（計11名） 

 

 

校長先生挨拶 

 

日ごろより本校の教育活動について、御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

今年度から向陽中校長に着任いたしました齋藤です。皆さまや石津副校長など、杉並区

や地域のことについてよくご存知の方々に教わりながら、一緒に運営していきたいと思い

ますので、何卒よろしくお願いいたします。 

保護者の皆さまには本日も、学校公開および引き渡し訓練にご協力賜りお礼申し上げま

す。6月4日には運動会も予定しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

今年はできるだけコロナ前の運動会に近い形で実施していくという方針で、午後もやり

ます。保護者の皆さまにも感染症対策にご理解をいただき、生徒と教員が一緒になって一

体感がもてる運動会となるようご協力をお願いいたします。 

 

 

会長挨拶 

 

昨年度会長をさせていただき、コロナ禍を直接のきっかけとして組織の改変を実施いた

しました。 

一家庭あたり年間3000円近く会員費をいただいてきたのですが、コロナ禍において従来

の活動ができず、年度繰越金が貯まる一方になっていた現状があります。コロナはいつま

で続くか分からない状況ですので、PTAの活動において廃止できることを洗い出したり業務

を削減して事務局に集約することで、まずはコロナが落ち着くまでの体制づくりを実施し

ました。 

今年度は、事実上一年目として新しい体制で始めることになりました。皆さんのご協力

のおかげで想定していた会員数を確保できました。大きく改変して初めての年度ですので

至らないところが出てくるかもしれませんが、来年度の方が無理なく進められるよう調整

しながら今年度運営してまいりたいと思います。皆さん、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

  



◆ 議事  
 

１.第①号議案：令和3年度 決算報告 

２.第②号議案：令和4年度 活動計画案審議 

３.第③号議案：令和4年度 予算案審議 

４.第④号議案：PTA各種資料の改定内容についての審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 第1号議案：令和3年度 決算報告 
以下の内容で令和3年度定期総会の議案として承認されました。 

 

 



② 第2号議案：令和4年度 活動計画案審議 
以下の内容で令和3年度定期総会の議案として承認されました。 

 

【代表】  

入学式・卒業式の参列 

学校運営協議会出席 

運営委員会・定期総会の開催 

杉中P協・定期会合への出席 

地域教育連絡協議会出席 

青少年育成会会合出席 

町ぐるみ交流会手伝い・出席 

給食運営協議会出席 

新入生保護者説明会出席 

向陽こどもまつり出席 

  

【内副代表】  

PTA加入者数の集計・会員数管理 

ボランティア係の選出・連絡 

運営委員会・定期総会の日程調整・準備 

運動会手伝い 

向陽祭手伝い 

 

R4年度事務局候補者公開抽選会出席 

PTA図書寄贈案内 

事務局互選会出席 

PTA図書ラベル貼り・リスト作成 

向陽こどもまつり出席 

【外副代表】  

青少年育成会会合出席 

地域教育連絡協議会出席 

KSCC会合出席  

学校支援本部会合出席 

永福和泉地域区民センター協議会会合出席 

震災救援所運営協議会・訓練出席 

町ぐるみ交流会手伝い・出席 

すぎなみ舞祭手伝い 

向陽こどもまつり出席 

  

【会計】  

PTA銀行口座管理 

PTA会費管理・学校事務室との連携 

PTA保険管理 

前年度決算報告/今年度予算案作成 

令和4年度中間決算報告 会計監査 

各委員会活動費/同好会補助金 管理 

向陽こどもまつり出席 

  

【庶務】  

PTAからのお知らせ(加入案内)作成・配布 

PTA加入アンケートフォームの作成 

運営委員会次第・資料作成 

運営委員会だよりの作成・配布 

PTAデータファイル管理 

PTA定期総会案内資料作成公開 

PTA定期総会決議回答集計報告 

その他PTA関連資料作成・配布 

向陽こどもまつり出席 

  

【広報】  

学校行事その他の取材 

広報誌の作成・配布 

向陽こどもまつり出席 

  

【選管】  

選管だよりの作成・配布 

アンケート集計 

公開くじの運営・互選会の開催 

 

 

 

 



③ 第3号議案：令和4年度 予算案審議 
以下の内容で令和4年度定期総会の議案として承認されました。 

 

 

 

 

 



④第4号議案：PTA各種資料の改定内容についての審議 
以下の内容で令和4年度定期総会の議案として承認されました。 

 

PTAハンドブック2022について 

 









 

 

杉並区立向陽中学校PTA個人情報取扱規則について 

杉並区立向陽中学校PTA個人情報取扱規則 

 

第1条（目的） 

杉並区立向陽中学校ＰＴＡ(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活

動の円滑を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、名簿及びその他の個人情報

データベース(以下、単に「個人データ」という)の取扱いについて規則を定めることを目的と

する。 

 

第2条（責務） 

 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、ＰＴＡ活動において個人情報保護



に努めるものとする。 
 
第3条（管理者） 

本会における個人情報データの管理者は事務局代表とする。 

 

第4条（取扱者） 

本会における個人情報データの取扱者は、事務局構成員とする。 

 

第5条（秘密保持義務） 

 個人情報データの管理者・取扱者は職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

第6条（取得方法） 

本会は、個人情報を取得する時は、あらかじめその個人情報の利用目的を定め、本人に明示

する。なお、要配慮個人情報などを取得する時はあらかじめ本人同意を得ることとする。 
 

第7条（利用） 

取得した個人情報は、次の目的のために利用する。 

 (1) 会費請求、管理等のための連絡 

 (2) 文書等の送付 

 (3) 本会事務局・会員名簿等の作成 

 (4) 事務局候補者選出、その他のＰＴＡ活動実施のため 

 

第8条（利用目的による制限） 

本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に

必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 

 

第9条（管理） 

個人情報は、管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。なお、不要となった

個人情報は管理者の責任において適正かつ速やかに破棄するものとする。 

 

第10条（保管および持ち出し等） 

個人データ、個人情報を取り扱う電子機器等については施錠できる金庫にて適正に管理する

こととする。 
 
第11条（第三者提供の制限） 

個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはな

らない。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 

(3) 公衆衛生の向上又は生徒の健全育成の推進に必要がある場合 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合 

 

第12条（第三者提供に係る記録の作成等） 

前条の場合を除き、個人情報を第三者に提供した時は次の項目について記録を作成し保存す

る。 

(1) 第三者の氏名 

(2) 提供する対象者の氏名 

(3) 提供する情報の項目 

(4) 対象者の同意を得ている旨 



 

第13条（第三者提供を受ける際の確認等） 

第三者（第11条の場合を除く）から個人情報の提供を受ける時は、次の項目について記録を

作成し保存する。 

(1) 第三者の氏名 

(2) 第三者が個人情報を取得した経緯 

(4) 提供を受ける対象者の氏名 

(5) 提供を受ける情報の項目 

(6) 対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 

 

第14条（情報開示等） 

本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた時は、法令に沿って

これに応じる。 

 

第15条（漏えい時の対応） 

個人情報データを漏えい等（紛失を含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ちに

管理者である事務局代表に報告する。 

 

第16条（苦情の処理） 

本会は、個人情報取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
 
第17条（改訂） 

本会の「杉並区立向陽中学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則」は総会において改訂する。 

 

 

「杉並区立向陽中学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則」は、令和元年6月11日に規則を定める。 

 

 

 

 
 

副校長終わりの挨拶 

 

第一回運営委員会、良いスタートが切れたと思います。誠にありがとうございました。 

私は、向陽中4年目となりますが、子どもたちは地域の方々に支えられ、育っています。

私は学校と地域の方との架け橋となって、できることを皆さんと一緒にやっていけたらと

思っています。子どもたちの成長を願って、共に協力していきましょう。 

校長先生から運動会のお話もありましたが、今回はご家庭2名の参加と、地域の方もお招

きする予定です。9月のオリンピック青少年センターでの向陽祭も皆さんと応援できたらと

思っております。無理なく楽しみながら運営していけたらと考えておりますので、今年度

も何卒、よろしくお願いいたします。 

 

 

補足） 

学校側より、令和4年度運動会において各家庭から2名まで参加可能とする件について、昨年

度は未就学児を1名に含めなかったが、保護者の要望をうけ今年度は小学校低学年までとし

たいとの方針が示された。何年生までを低学年とするか、また受付方法等は協議し近日案内

とする。 


